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臼
父
母
が
離
婚
渦
未
婚
嘘
父
親

が
死
亡
・
重
度
の
障
が
い
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生
死

不
明
・
1
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拘
禁
・
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以

上
児
童
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と
も
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不
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計
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な
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歳
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達
し
た
年
度
末
ま
で
の
間
に
あ

る
児
童
Ố
心
身
に
障
が
い
の
あ
る

児
童
は
　
歳
未
満
Ờ
を
養
育
し
て

20

い
る
母
親
ま
た
は
養
育
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
Ố
た
だ
し
ỏ
所
得
が
限

度
額
を
超
え
る
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は
支
給
が
停
止

さ
れ
ま
す
Ố
詳
し
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は
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だ
さ
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Ố
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現
在
ỏ
手
当
を
受
け
て
い
る
方

に
は
ỏ
所
得
状
況
届
な
ど
を
8
月

中
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
Ố
期
間

内
に
届
け
出
が
な
い
と
ỏ
8
月
分

以
降
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
ご
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く
だ
さ
い
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歳
未
満
の
重
度
か
中
度
の
心

20

身
障
が
い
児
を
養
育
し
て
い
る
方

が
対
象
で
す
Ố
児
童
福
祉
施
設
に

入
所
中
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
Ố
ま
た
所
得
が
限
度
額
を
超
え

る
方
は
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
Ố
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ỏ
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年
度
の
保
険
料
が
第
3
段
階

21
以
上
で
ỏ
次
の
す
べ
て
の
基
準
を

満
た
す
　
歳
以
上
の
方
は
ỏ
申
請

65

に
よ
り
最
も
低
い
金
額
の
段
階
ま

で
介
護
保
険
料
が
減
免
さ
れ
ま
す
Ố

お
住
ま
い
の
区
の
区
役
所
保
険
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金
課
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申
請
し
て
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い
Ố
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年
中
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収
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の
合
計
が
単
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身
世
帯
で
　
万
円
ỏ
2
人
世
帯
で

120

　
万
円
ớ
以
降
1
人
に
つ
き
　
万

160

50

円
を
加
算
Ờ
以
下
ỏ
渦
世
帯
全
員

の
預
貯
金
の
合
計
額
が
　
万
円
以

350

下
ỏ
嘘
別
世
帯
の
市
民
税
課
税
者

に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
ỏ
唄
世
帯

全
員
が
居
住
用
ま
た
は
事
業
用
以

外
の
不
動
産
を
所
有
し
て
い
な
い
Ố

持
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す
る
も
の
世
帯
全
員
の
　
年
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収
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国
民
健
康
保
険
料
は
ỏ
前
年
の

所
得
に
基
づ
い
て
算
定
し
ま
す
Ố

所
得
税
や
住
民
税
の
申
告
を
し
た

方
や
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
た

方
に
つ
い
て
は
そ
の
所
得
を
基
に

し
ま
す
が
ỏ
そ
れ
以
外
の
方
に
は
ỏ

保
険
料
算
定
の
た
め
の
所
得
申
告

書
を
送
付
し
ま
す
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で
ỏ
期
限
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で
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
Ố
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高額医療・高額介護合算療養費
　国保または長寿医療（後期高齢者医療）制度では、同じ
世帯の被保険者全員の1年間の医療保険と介護保険の自己
負担額合計が下表の基準額を超えたときは、その超えた
額を高額医療・高額介護合算療養費として支給します。
i 区役所（1㌻）の保険年金課

趣
味
・
教
養

お
で
か
け

ガ

イ

ド

レ
ジ
Ỿ
ồ
・

ス
ポ
ồ
ツ
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供
向
け

暮

ら

し

健
康
・
福
祉

保
険
・
年
金

税

金

ビ
ジ
ネ
ス

職
員
募
集

そ

の

他

自己負担額の合計基準額
区　　　分 国保・

69歳以下
国保・
70歳以上

長寿
医療

126万円
（168万
円）

67万円
（89万円）

臼・住民税の課税所得が145万円以
上ある被保険者と、その方と同じ
世帯にいる被保険者の方
・国保（69歳以下の場合）の各加入
者の所得から33万円を控除した金
額の合計が600万円を超える世帯

67万円
（89万円）

56万円
（75万円）渦 臼嘘唄に該当しない方

34万円
（45万円）

31万円（41万）嘘 世帯全員が市民税非課税

19万円
（25万円）

唄 嘘のうち、次のいずれかに該当。
・世帯全員が所得0円かつ公的年金
受給額80万円以下
・老齢福祉年金を受給
※通常は毎年8月～翌年7月末の1年間の自己負担額を基に計算しま
すが、制度開始が20年4月であることから、今回に限り20年4月～21
年7月末までの１６カ月で計算することもできます。その場合の基準
額は（　）内の金額となります


